
 

市 川 市 審 議 会 等 の 会 議 の 公 開 に 関 す る 指 針 
 

（目的）  
 

第１条 こ の 指 針 は 、審 議 会 等 の 会 議 の 公 開 に 関 し 基 準 と な る べ き 事 項 を 定 め 、 

審 議 会 等 の 会 議 を 公 開 す る こ と に よ り 、 市 民 の 市 政 へ の 参 画 の 促 進 と 公 正 で 

開 か れ た 市 政 の 実 現 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（定義）  
 

第２条 この 指 針 に お い て 「 審 議 会 等 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 

もの を い う 。 

⑴  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ３ ８ 条 の ４ 第 ３ 項 の 規 定 に 

基 づ き 設 置 さ れ た 附 属 機 関 

⑵ 行 政 運 営 上 の 参 考 と す る た め 、 市 長 又 は 教 育 委 員 会 が 有 識 者 等 の 参 集 を 

求めて 開 催 す る 意見交 換 、 連 絡 調 整 、 懇 談 等 を 行 う 会 合 で あ っ て 別 表 に 定 

めるもの  

（ 指 針 に 基 づ く 会 議 の 公 開 ） 
 

第３条 審 議 会 等 の 会 議（ 以 下「 会 議 」と い う 。）の 公 開 は 、こ の 指 針 に 基 づ い 
 

て行う も の と す る 。 た だ し 、 審 議 会 等 は 、 こ の 指 針 の定めの一部につ いて、 

それ に よ り 難 い 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る と き は 、 市 長 （ 教 育 委 員 会 の 審 議 

会 等 に あ っ て は 、 教 育 委 員 会 。 第 １ ４ 条 第 ５ 項 た だ し 書 及 び 第 １ ７ 条 に お い 

て同じ 。） の 同 意 を 得 て 、 当 該 一 部 の 定 め と 異 な る 定めを設け、 それ に よ る 

こ と が で き る 。 

（ 会 議 の 公 開 に 関 す る 事 務 の 総 括 管 理 ） 
 

第４条 総 務 課 長 は 、 会 議 の 公 開 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。 
 

２  総 務 課 長 は 、 会 議 の 公 開 を 推 進 す る た め 、 毎 年 ４ 月 に 会 議 の 公 開 に 係 る 調 

査 を 行 う も の と す る 。 

（ 所 管 課 長 の 責 務 ） 
 

第５条 審 議 会 等 の 事 務 を 処 理 す る 所 管 課 の 課 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う 。） 

は 、 会 議 の 公 開 に 関 す る 事 務 を 円 滑 か つ 適 正 に 遂 行 し な け れ ば な ら な い 。 



 

２ 所 管 課 長 は 、前 条 第 ２ 項 の 調 査 が あ っ た と き は 、報 告 し な け れ ば な ら な い 。 
 

３ 所 管 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 報 告 し た 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 速や 

かに、 当 該 変 更 が 生 じ た 事 項 を 総 務 課 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

４ 所 管 課 長 は 、 審 議 会 等 の 委 員 に 会 議 の 資 料 を 配 布 す る と き は 、 会 議 を 開 催 

する日の 遅 く と も １ 週 間 前 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

（ 会 議 の 公 開 基 準 ） 
 

第６条 会 議 は 、 公 開 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 

公 開 し な い 。 

⑴  法 令 又 は 条 例 若 し く は こ れ に 基 づ く 規 則 （ 以 下 「 法 令 等 」 と い う 。） に 

よ り 会 議 が 非 公 開 と さ れ て い る と き 。 

⑵  市 川 市 公 文 書 公 開 条 例（ 平 成 ９ 年 条 例 第 ２ 号 ）第 ８ 条 に 規 定 す る 情 報（第 

１ ２ 条 第 １ 項 に お い て 「 非 公 開 情 報 」 と い う 。） のいずれかに該当すると 

認 め ら れ る 事 項 に つ い て 審 議 、意 見 交 換 、懇 談 等（ 以 下「 審 議 等 」と い う 。） 

を 行 う と き 。 

（ 会 議 の 公 開 等 の 決 定 等 ） 
 

第７条 審 議 会 等 は 、 前 条 の 基 準 に 基 づ き 、 各 議 題 ご と に 、 当 該 議 題 に 係 る 会 

議 を 公 開 す る か ど う か を 決 定 す る も の と す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に よ る 決 定 は 、 す べ て の 議題の審議 等 に 先 立 っ て 行 う も の と す 

る。  

３ 審 議 会 等 は 、 会 議 を 公 開 し な い こ と を 決 定 す る と き は 、 議 題 ご と に そ の 理 

由 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。 

４ 審 議 会 等 は 、 一の 会議 に お い て 公 開 す る 議 題 と 公 開 し な い 議 題 と が あ る と 

き は 、 会 議 の 前 半 に 会 議 を 公 開 す る 議 題 の 審 議 等 を 行 う も の と す る 。 

（ 会 議 開 催 の 公 表 ） 
 

第８条 所 管 課 長 は 、 会 議 が 開 催 さ れ る と き は 、 遅 く と も そ の 日 の １ 週 間 前 ま 

でに 会議 が 開催 さ れ る こ と を 公 表 す る も の と す る 。 た だ し 、 会 議 が 緊 急 に 開 

催 さ れ る こ と と な っ た た め 当 該 期 間 に 会 議 の 開 催 を 公 表 す る こ と が で き な 



 

いときは、 開 催 さ れ る こ と が 決 定 し た と き に 公 表 す れ ば 足 り る 。 
 

２  所 管 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 公 表 し た 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 速 や 

か に 、 当 該 変 更 が 生 じ た 事 項 に つ い て 公 表 す る も の と す る 。 

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 所 管 課 長 は 、 個 人 に 関 す る 情 報 を 議 題 と す る 

会議 で あ っ て 、 当 該 会 議 が 開催 さ れ る こ と を 公 表 す る と 、 当 該 議 題 に 係る 個 

人 、 当該 議 題 の 審議 等を す る 審 議 会 等 の 委 員 そ の 他 の 者 の 生 命 、 身体、 生活 

又 は 財 産 が 害 さ れ る お そ れ が あ る と 認 め る もの そ の 他 当 該 会 議 の 適 正 な 運 

営 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め る も の に つ い て は、 あ ら か じ め 、 当該 

会 議 の 議 長 （第２条第２号に 係る審議会等にあっ ては、 会議を 進行 す る 者 。 

以 下 同 じ 。） と 協 議 し て 、 当 該 会 議 の 開 催 を 公 表 し な い こ と が で き る 。 

４  第１ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と 

する。  

⑴ 会 議 開 催 の お 知 ら せ （ 様 式 第 １ 号 ） の 市 の ウ ェ ブ サ イ ト へ の 掲 載 
 

⑵  会 議 開 催 の お 知 ら せ の 中 央 図 書 館 、 行 徳 図 書 館 、 大 野 公 民 館 及 び 男 女 共 

同 参 画 セ ン タ ー（ 以 下「中央図書館 等 」と い う 。） に お け る 掲 示 

（ 傍 聴 者 の 範 囲 ） 
 

第９条 公 開 す る 会 議 は 、 何 人 も 傍 聴 す る こ と が で き る 。 
 

（ 会 議 の 公 開 の 方 法 等 ） 
 

第１０条 会議 の 公 開 は 、 傍 聴 を 希 望 す る 者 に 当 該 会 議 の 傍 聴 を 認 め る こ と に 

よ り 行 う も の と す る 。 

２  会 議 の 議 長 は 、 傍 聴 を 希望 する 者 が 傍 聴 で き る 者 の 定 員 を 超 え る と き は 、 

先 着 順 に よ り 傍 聴 者 を 決 定 す る も の と す る 。 

（ 傍 聴 者 の 遵 守 事 項 ） 
 

第１１条 会 議 の 議 長 は 、 会 議 を 公 正 か つ 円 滑 に 運 営 す る た め 、 会 議 の 会 場 に 

おける秩序 の 維 持 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

２ 会 議 の 議 長 は 、 会 議 の 会 場 に お け る 秩 序 を 維 持 す る た め 、 傍 聴 者 に 対 し 、 



 

次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 さ せ る も の と す る 。 
 

⑴ 会 議 を 静 穏 に 傍 聴 す る こ と 。 
 

⑵  撮 影 、 録 画 又 は 録 音 を し な い こ と 。 た だ し 、 写 真 の 撮 影 に つ い て は 、 会 

議 の 議 長 の 許 可 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

⑶ 会 議 の 会 場 に お い て 発 言 を し な い こ と 又 は 発 言 を 求 め な い こ と 。 
 

⑷ 委 員 の 発 言 に 対 し 、 拍 手 そ の 他 の 方 法 に よ り 意 思 を 表 明 し な い こ と 。 
 

⑸  は ち 巻 、 腕 章 、 ゼ ッ ケ ン 、 た す き 等 の 着 用 、 張 り 紙 、 旗 、 た れ 幕 等 の 掲 

示 等 に よ り 示 威 的 行 動 を し な い こ と 。 

⑹  談 論 、 喫 煙 そ の 他 会 議 の 進 行 の 妨 げ 、 又 は 他 の 傍 聴 者 の 迷 惑 に な る 行 為 

を し な い こ と 。 

⑺ 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 会 議 の 議 長 の 指 示 に 従 う こ と 。 
 

３ 会 議 の 議 長 は 、 傍 聴 者 が 前 項 に 規 定 す る 遵 守 事 項 に 従 わ な い と き は 、 傍 聴 

を 中 止 さ せ 、 又 は 会 議 の 会 場 か ら 退 場 さ せ る こ と が で き る 。 

（ 会 議 資 料 の 閲 覧 等 ） 
 

第１２条 審 議 会 等 は 、 会 議 を 公 開 す る と き は 、 傍 聴 者 に 対 し 、 委 員 に 配 布 さ 

れた 公開 に 係 る 議題 の資料 と 同 一 の も の （ 非 公 開 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 

を 除 く 。 以 下 「 公 開 会 議 資 料 」 と い う 。） を 閲 覧 に 供 す る ものとする。 ただ 

し 、 公 開 会 議 資料 が 大 量 で あ る と き は 、 議 題 の 内 容 等 を取 り ま と め た 資 料 若 

し く は 公 開 会 議 資 料 の う ち か ら 抜 粋 を し た 資 料 又 は こ れ ら を 合 わ せ た 資料  

（以下「 取りまとめ資料等 」 と い う 。） を 閲 覧 に 供 す る こ と に よ り 、 公 開 会 

議 資 料 の 閲 覧 に 代 え る こ と が で き る 。 

２ 公開 会 議 資 料 又は 取 り ま と め 資 料 等 は 、 傍 聴 者 か ら の 求 め に 応 じ 、 市 川 市 

公 文 書 公 開 条 例 に 基 づ く 公 開 請 求 の 手 続 を 経 ず に 交付 す る も の と す る 。 この 

場 合 に お い て 、 当該 公 開 会 議 資 料 又は 取 り ま と め 資 料 等 の中に 市 民 の 間 に 混 

乱 を 生 じ さ せ る お そ れ 又 は 特 定 の 者 に 利 益 を 与 え 、 若 し く は 不 利 益 を 及 ぼ す 

お そ れ が あ る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 資 料 が 含 ま れ て い る と き は 、 当 該 資 料 に 

は 未 成 熟 な 情 報 が 記 録 さ れ て い る こ と そ の 他 の 留 意 事 項 を 明 示 し て 交 付 す 



 

る も の と す る 。 
 

３ 審 議 会 等 は 、 取 り ま と め 資 料 等 の 閲覧 を した 傍 聴 者 か ら 公 開 会 議 資 料 の 交 

付 を 求 め ら れ た 場 合 に お い て 、 当 該 公 開 会 議 資 料 が 大 量 で あ る た め その 作成 

に 多 く の 時 間 を 要 す る と 認 め る と き そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 当 該 公 

開 会 議 資 料 を 交 付 す る 日 を 指 定 す る こ と が で き る 。 

（ 意 見 書 の 提 出 ） 
 

第１３条 公 開 さ れ る 会議 に つ い て は 、 傍 聴 者 は 、 会 議 終 了 後 審 議 会 等 が 指 定 

す る 日 ま で に 、 意 見 、 要 望等 を 記 載 し た 意 見 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 提 出 す る こ 

と が で き る 。 

２ 審 議 会 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 意見書 を 提出 す る 日 を 指 定 す る と き は 、 会 

議終了後 お お む ね １ 月 を 目 途 と す る も の と す る 。 

（ 会 議 録 の 作 成 等 ） 
 

第１４条 会 議 録 の 作 成 に つ い て は 、 法 令 等 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 指 針 の 

定 め る と こ ろ に よ る 。 

２ 所 管 課 長 は 、 会 議 終 了 後 ２ 週 間 以 内 に 会 議 概 要 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 作 成 し 、 

次 に掲げる 方 法 に よ り 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 審 議 会 

等 が 会 議 概 要 に 相 当 す る 様 式 を 別に 定 め て い る と き は 、 当 該 様 式 に よ る こ と 

ができる。  

⑴ 市 の ウ ェ ブ サ イ ト へ の 掲 載 
 

⑵ 中 央 図 書 館 等 に お け る 掲 示 
 

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 所 管 課 長 は 、 第 ８ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 会 議 に つ 

い て は 、 会 議 概 要 を 作 成 し な い こ と が で き る 。 

４ 所管 課 長 は 、 会 議 終 了 後 お お む ね ２ 月 以 内 に 会 議 の 詳 細 を 記 載 し た 会 議 録 
 

（ 以 下 「 会 議 録 」 と い う 。） を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 個 人 に 関 

す る 情 報 を 議 題 と す る 会 議 及 び 法 令 等 の 規 定 に よ り 会 議 が 非 公 開 と され て 

い る 会 議 に つ い て は 、 会 議 を 録 音 す る こ と に よ り 会 議 録 の 作 成 に 代 え 、 又 は 

会 議 録 の 作 成 を し な い こ と が で き る 。 



 

５ 会 議 録 に は 、 発 言 ご と に 当 該 発 言 を し た 委 員 名 を 記 載 す る も の と す る 。 た 

だ し 、 市 長 が 審 議 会 等 の 事 務 の 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め る と 

き は 、 こ の 限 り で な い 。 

６ 所 管 課 長 は 、 第 ４ 項 本 文 の 規 定 に よ り 会 議 録 を 作 成 し た と き は 、 当 該 会 議 録 

に つ い て お お む ね １ 月 以 内 に 審 議 会 等 の 委 員 の 確 認 を 受 け る も の と す る 。 

（ 会 議 録 等 の 公 表 ） 
 

第１５条 会 議 録 （ 第 ６ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 非 公 開 で 行 わ れ た 会 議 に 係 る 

会 議 録 を 除 く 。 以下同じ 。） 及び 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 閲 覧 に 供 され 

た 公 開 会 議 資 料 又は 取 り ま と め 資 料 等 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に より 公 表 す る も 

のとする。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 公 開 会 議 資 料 又 は 取 り ま と め 資 料 等 の中 

に 市 民 の 間 に 混 乱 を 生 じ さ せ る お そ れ 又 は 特 定 の 者 に 利 益 を 与 え 、 若 し く は 

不 利 益 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 資 料 が 含 ま れ て い る と 

きは、 当 該 資 料 に は 未 成 熟 な 情 報 が 記 録 さ れ て い る こ と そ の 他 の 留 意 事 項 を 

明示し て 公表 する も の と す る。  

⑴  市 の ウ ェ ブ サ イ ト へ の 掲 載 （ 会 議 録 に つ い て は 、 写 し の 掲 載 に限 り、 公 

開 会 議 資 料 又 は 取 り ま と め 資 料 等 に 冊 子 等 （ 冊 子 、 製 本 さ れ て い る も の 、 

有 償 刊 行 物 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） が 含 ま れ て い 

る と き は 、 当 該 冊 子 等 の掲載を 除 く 。） 

⑵  中央 図 書 館等 に お け る 閲覧 （ 会 議 録 に つ い て は 、 写 し の閲覧 に限 

る 。） 

２ 前項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 公表 を された 会議録 の 写 し 及び 公開 会 議 資 料 又は 

取 り ま と め 資 料 等 に つ い て は 、 一 般 か ら の 求 め に 応 じ 、 市 川 市 公 文 書 公 開 条 

例 に 基 づ く 公 開 請 求 の 手 続 を 経 ず に 、 写 し を 交 付 す る も の と す る 。この 場合 

において、 当 該 公 開 会 議 資 料 又 は 取 り ま と め 資 料 等 の 中 に 冊 子 等 が 含 ま れ て 

い る と き は 、 当 該 冊 子 等 と 同 じ も の を 交 付 す る こ と に よ り 、 当 該 冊 子 等 の 写 

し の 交 付 に 代 え る こ と が で き る 。 

（ 費 用 負 担 ） 



 

第１６条 公 開 会 議 資 料（ 冊 子 等 を 除 く 。）又 は 取 り ま と め 資 料 等（ 冊 子 等 を 除 

く 。） 及び 会 議 録 の 写 し の 作 成 （ こ れ ら の 写 し の 作 成 を 含 む 。） に要する 費用 

は 、 無 料 と す る 。 

２  公 開 会 議 資 料 又 は 取 り ま と め 資 料 等 に含まれる 冊 子 等 の 交 付 を 受 け る 者 は 、 

当 該 冊 子 等 の 実費 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 委 員 の 氏 名 等 の 公 表 ） 
 

第１７条 市 長 は 、 審 議 会 等 の 委 員 の 氏 名 、 所 属 又 は 役 職 及 び 審 議 会 等 （第２ 

条 第 １ 号 に 係 る も の に 限 る 。） の 設 置 根 拠 で あ る 法 令 等 に お け る 選 出 区 分 を 

記 載 し た 委 員 名 簿 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 作 成 し 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 公 表 す る 

も の と す る 。 

⑴ 市 の ウ ェ ブ サ イ ト へ の 掲 載 
 

⑵ 中央図書館等 に お け る 委 員 名 簿 の 閲 覧 
 

（ 実 施 状 況 の 公 表 ） 
 

第１８条 市 長 は 、 毎 年 １ 回 、 審 議 会 等 の 会 議 の 公 開 に 関 す る 状 況 を と り ま と 

め、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 公 表 す る も の と す る 。 

⑴ 市 の ウ ェ ブ サ イ ト へ の 掲 載 
 

⑵ 中央図書館等 に お け る 閲 覧 
 

（ 専 門 分 科 会 等 の 会 議 の 公 開 ） 
 

第１９条 審 議 会 等 に 専 門 分 科 会 そ の 他 こ れ に 類 す る も の （ 以 下 「 専 門 分 科 会 

等 」 と い う 。） が 置 か れ て い る 場 合 に お け る 当 該 専 門 分 科 会 等 の 会 議 の 公 開 

に つ い て は 、 こ の 指 針 を 踏 ま え 、 当 該 専 門 分 科 会 等 が 置 か れ る 審 議 会 等 ご と 

に定める。  

附 則 
 

（ 施 行 期 日 ） 
 

１ こ の 指 針 は 、 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 
 

（ 市 川 市 に お け る 審 議 会 等 の 会 議 公 開 に 関 す る 指 針 の 廃 止 ） 
 

２ 市 川 市 に お け る 審 議 会 等 の 会 議 公 開 に 関 す る 指 針 （ 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 施 



 

行 ） は 、 廃 止 す る 。 

 

（ 経 過 措 置 ） 

 

３ こ の 指 針 の 施 行 前 に 開 催 さ れ る 審 議 会 等 の 会 議 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 に よ る 

廃 止 前 の 市 川 市 に お け る 審 議 会 等 の 会 議 公 開 に 関 す る 指 針 は 、 こ の 指 針 の 施 行 

後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 

附 則 

 

（ 施 行 期 日 ） 

 

１ こ の 指 針 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

 

１ こ の 指 針 は 、 平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

 

１ こ の 指 針 は 、 平 成 ３ ０ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 

（ 施 行 期 日 ） 

 

１ こ の 指 針 は 、令和２年４月１日から施行する。 

 

（ 経 過 措 置 ） 

 

２ 改正後の第８条第４項、第１４条第２項、第１５条第１項、第１７条及び第１８条の規

定は、令和２年４月１日以後に会議開催等の公表を行う場合について適用し、同日前に会

議開催等の公表を行う場合については、なお従前の例による。 

３ 令和２年４月１日から同年１２月２８日までの間においては、次に掲げる会議録等及び

委員名簿については、総務部総務課において閲覧に供するものとする。 

 ⑴ 令和２年３月３１日に市政情報センターにおいて閲覧に供していた改正前の第１５条

第１項の規定により公表された会議録等及び改正前の第１７条の規定により公表された



 

委員名簿（平成３１年４月１日以後に開催された審議会等の会議に係るものに限る。） 

 ⑵ 当該期間において改正後の第１５条第１項の規定により公表されることとなる会議録

等及び改正後の第１７条の規定により公表されることとなる委員名簿 

４ 前項に規定する期間において、改正後の第１８条の規定により審議会等の会議の公開に関

する状況を公表する場合においては、同条第２号中「中央図書館等」とあるのは、「中央図

書館等及び総務部総務課」と読み替えるものとする。 



 

別表 （ 第 ２ 条 関 係 ） 
 

⑴ 市 川 市 家 庭 等 に お け る 暴 力 対 策 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 
 

⑵ 市 川 市 文 化 芸 術 事 業 検 討 懇 談 会 
 

⑶ 市川市 都 市 農 業 振 興 対 策 協 議 会 
 

⑷ 市川市 自 立 支 援 協 議 会 
 

⑸ 市川市 福 祉 サ ー ビ ス 苦 情 解 決 事 業 運 営 委 員 会 
 

⑹ 市川市 健 康 都 市 推 進 協 議 会 
 

⑺ 市川市 食 育 推 進 関 係 機 関 連 絡 会 
 

⑻ 市 川 市 自 殺 対 策 関 係 機 関 連 絡 会 
 

⑼ 市 川 市 立 学 校 給 食 検 討 委 員 会 



 

様式第１号（第８条関 係）  
 

年 月 日 

 

 

会 議 開 催 の お 知 ら せ 
 

審議会等の名称  

開 催 日 時 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分 

開 催 場 所  

議 題 
公開・非公開 

予定の別 
非公開の場合の理由 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

傍聴者の定員 人  ※会議の当日に変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 
そ の 他 

 

所 管 課 部 課（内線： ） 

※ 会議の公開については、あくまで予定です。公開予定のものでも、会議の当日、会議の中で非公開 

と決定される場合  がありますので、あらかじめご承知おきください。 



 

様式第２号（第１３条 関係）  
 

年 月 日 

 

 

意 見 書 
 

（提出先）  

 

 
 

氏名  
 

提出者 〒 
 

住所 

電話  

 

 
次 のとおり意見、要望 等を申し述べます。  

 

【意見・要望等】  

 

 
（所管課使用欄）  

【所管課】  
 

部 課 
 

（内線： ） 

【受付印】  



 

様式第３号（第１４条 関係）  
 

 
会 議 概 要 

年 月 日 

 

審議会等の名称  

開 催 日 時 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分 

開 催 場 所  

 

 
出 

席 

者 

 
委 員 

 

 
所 管 課 

 

関 係 課  

議題及び会議の概要 
公開・非公開 

の別 
非公開の場合の理由 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

傍聴者の人数 人 

 

 
閲覧・交付資料 

 

特 記 事 項  

所 管 課 部 課（内線： ） 



 

様式第４号（第１７条 関係）  

 

 

委 員 名 簿 

 
 

審議会等の名称：  
 

氏 名 所 属 ・ 役 職 選出区分  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※ 年  月  日現在  
 

 
 

【所管課】  
 

  
 

（内線：    ） 
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